
補正前 補正額 補正後

予 算 122 96,516,664 551,991 97,068,655

(8件) 123 38,120 756 38,876

124 19,395,414 843,388 20,238,802

125 51,413 0 51,413

126 15,191 1,000 16,191

127 1,962,873 1,120 1,963,993

128 8,346,489 ▲ 9,850 8,336,639

129 9,667,203 0 9,667,203

補正額合計 1,388,405

決算 130

(5件) 131

132

133

134

収益的収支では、収益総額78億5,905万円に対し、費用
総額81億4,596万円となり、純損失2億8,691万円を計上
した。資本的収支では、収入総額8億1,636万円に対
し、支出総額12億134万円となり、差引収支不足額3億
8,498万円については、過年度分損益勘定留保資金など
で補てんした。

平成28年度鳥取市病院事業決算認定について

平成29年度鳥取市公設地方卸売市場事業費特別会計補正予算（第1号）

平成28年度鳥取市水道事業決算認定について

平成29年度鳥取市後期高齢者医療費特別会計補正予算（第1号）

一般会計及び16の特別会計の歳入歳出合計が、それぞ
れ1,421億5,961万円、1,387億4,219万円となった。こ
のうち、翌年度への繰越額と翌年度への繰越額に係る
未収入特定財源を加減した実質収支の合計額は32億
5,865万円となった。

平成29年度鳥取市水道事業会計補正予算（第1号）

平成29年度鳥取市介護保険費特別会計補正予算（第1号）

平成29年度鳥取市一般会計補正予算（第2号）

平成29年度鳥取市病院事業会計補正予算（第1号）

平成29年度鳥取市観光施設運営事業費特別会計補正予算（第1号）

平成28年度鳥取市歳入歳出各会計決算認定について

平成28年度鳥取市下水道等事業決算認定について

収益的収支では、収益総額211万円に対し、費用総額
549万円となり、純損失338万円を計上した。資本的収
入及び支出はなかった。

平成28年度鳥取市工業用水道事業決算認定について

平成29年度鳥取市温泉事業費特別会計補正予算（第1号）

収益的収支では、収益総額34億260万円に対し、費用総
額34億6,535万円となり、6,275万円の純損失を計上し
た。資本的収支では、収入総額9億5,771万円に対し、
支出総額24億1,332万円となり、差引収支不足額14億
5,561万円については、過年度分損益勘定留保資金など
で補てんした。

収益的収支では、収益総額95億8,032万円に対し、費用
総額90億3,997万円となり、5億4,035万円の純利益を計
上した。資本的収支では、収入総額35億8,306万円に対
し、支出総額63億6,788万円となり、差引収支不足額27
億8,482万円については、当年度分損益勘定留保資金な
どで補てんした。
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条例 135

(5件) 136

137

138

139

その他 140

(8件) 141

142

○ 143

○ 144

○ 145

○ 146

○ 147

鳥取市公民館条例の一部改正について

建築基準法改正による大規模集客施設の定義変更に伴
い、特別用途地区の区域内における建築物の制限につ
いて定めるもの。

鳥取市過疎地域自立促進計画の変更について

鳥取市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について

鳥取市体育館の設置及び管理に関する条例等の一部改正につい
て

地方自治法第２４４条の２第３項の規定に基づき、鳥
取市河原町総合体育館、鳥取市河原町勤労者体育館、
鳥取市気高町勤労者体育センター、鳥取市青谷町体育
館等の管理を指定管理者に行わせるもの。

財産の取得について

工事名称　鳥取市新本庁舎新築（強電）工事
工事概要　新本庁舎新築に係る電気設備（強電）工事
一式
契約金額　943,920,000円
契約の相手方　鳥取市新本庁舎新築（強電）工事　中
電工・永興電業・光和電工特定建設工事共同企業体

工事名称　鳥取市新本庁舎新築（給排水）工事
工事概要　新本庁舎新築に係る機械設備（給排水衛
生）工事一式
契約金額　300,240,000円
契約の相手方　鳥取市新本庁舎新築（給排水）工事
サカエ・高千穂特定建設工事共同企業体

工事請負契約の締結について

育児休業法第２条第１項の規定に基づき、条例で定め
る育児休業を延長できる特別の事情に、保育園等に子
ども預けれない場合を追加するもの。

水道料金の改定及び所要の整備を行うもの。

工事名称　鳥取市新本庁舎新築（建築・庁舎棟）工事
工事概要　鉄骨鉄筋コンクリート造
　　　　　地上8階地下1階（一部鉄骨造）の新築工事
契約金額　4,934,520,000円
契約の相手方　鳥取市新本庁舎新築（建築・庁舎棟）
工事　東洋・大和・やまこう・懸樋特定建設工事共同
企業体

鳥取市立西郷地区公民館の移転により、位置を変更す
るもの。

鳥取市新本庁舎新築（地盤改良等）工事請負契約の変
更について議決を得るもの

過疎地域自立促進特別措置法第６条第１項の規定によ
り議決を得るもの。

工事請負契約の締結について

工事請負契約の変更について

鳥取市水道事業給水条例の一部改正について

鳥取市特別用途地区建築条例の一部改正について

種類　消防ポンプ自動車（２台）
契約方法　一般競争入札
取得金額　33,264,000円
取得の相手方　株式会社吉谷機械製作所

種類　小型除雪機（５０台）
契約方法　一般競争入札
取得金額　26,460,000円
取得の相手方　三洋重機株式会社

財産の取得について

工事請負契約の締結について

工事請負契約の締結について

工事名称　鳥取市新本庁舎新築（弱電）工事
工事概要  新本庁舎新築に係る電気設備（弱電）工事
一式
契約金額 311,040,000円
契約の相手方　鳥取市新本庁舎新築（弱電）工事 カド
ヤ電設・吉備総合電設特定建設工事共同企業体
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平成２９年５月１１日に気高地区保健センター駐車場
において、公用車の後部と駐車中の相手方車両の右側
部が接触した物損事故の損害賠償の額及び和解につい
て報告するもの。（平成29年8月10日専決）

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１
項の規定により、平成28年度の決算に基づく健全化判
断比率を報告するもの。

出資法人の経営状況を説明する書類の提出について
地方自治法第２４３条の３第２項の規定に基づき出資
法人の経営状況を説明する書類を提出するもの（２０
法人）。

平成２９年３月２８日に市道奥沢見光元線(気高町奥沢
見地内）にて自転車で走行中、市道（奥沢見光元線と
市道奥沢見長丁線）の交差点で道路横断側溝グレーチ
ングの隙間に自転車の前輪がはまり転倒し、相手方が
負傷し自転車等が破損した事故の損害賠償の額及び和
解について報告するもの。（平成29年7月13日専決）

平成28年度の決算に基づく資金不足比率について
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第
１項の規定により、平成28年度の決算に基づく資金不
足比率を報告するもの。

平成28年度の決算に基づく健全化判断比率について

公立大学法人公立鳥取環境大学の業務の実績に関する評価につ
いて

専決処分事項の報告について

公立大学法人公立鳥取環境大学の業務実績について評
価委員会の評価を報告するもの。

専決処分事項の報告について


